
（財）全国中小企業取引振興協会が実施する下請代金法等の講習会（中

小企業庁委託事業）においてＢＭＳの普及・ＰＲを実施中。当面（１～３月）

の開催予定は以下のとおり。 

（半日コース） 

日  程 会   場 

１月２４日（木） 三重県 メッセウィング・みえ 

１月２５日（金） 長崎県 ウェルシティ長崎（長崎厚生年金会館） 

２月 １日（金） 福島県 コラッセふくしま 研修室 

２月 ４日（月） 宮崎県 ウェルシティ宮崎 

２月 ６日（水） 宮城県 仙台サンプラザ ３階 宮城野 

２月 ６日（水） 高知県 高知県産業振興センター第３研修室 

２月 ８日（金） 栃木県 とちぎ産業交流センター ２階 第研修室 

２月１３日（水） 大分県 ソフトパークセンタービル ３階３０４研修室 

２月１９日(火) 群馬県 群馬産業技術センター ２階 研修室 

２月２１日（水） 京都県 パルスプラザ(京都府総合見本市会場) 

２月２６日（火） 富山県 ボルファートとやま 

２月２８日（木） 熊本県 グランメッセ熊本 

３月 ５日（水） 山梨県 アイメッセ山梨 ４階 大会議室 

 注：講習会の詳細は（財）全国中小企業取引振興協会までお問い合わせ

下さい。〒104-0033 東京都中央区新川 2-1-9 石川ビル 2階電話：

03-5541-6688  FAX：03-5541-6680  E-MAIL：bms1@zenkyo.or.jp 
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ビジネスマッチングステーション（ＢＭＳ）成約率約一

割達成（2,226件） 
 
中小企業庁が、ＢＭＳの実績を発表しました。

12 月末現在で登録企業数 18,270 社、内発注企
業 4,246 社、受注企業 14,024 社に上りました。
取引斡旋件数は、23,347 件、内成約件数 2,226
件で取引が成立しました。この制度は、無料で

登録でき、財団法人全国中小企業取引振興協会

が管理運営しています。都道府県の中小企業支

援センター、産業振興機構、産業振興財団等の

関係機関にすでに登録している企業も自動的に

登録されます。 
ビジネスマッチングステーションは、インタ

ーネットを利用した、発注企業と受注企業のニ

ーズ情報とシーズ情報を交換し、普段の営業範

囲では、取引先として出会う機会が無い企業同

士を積極的に結びつけるために2007年4月より
始められました。 
ビジネス・マッチング・ステーションの３つの

機能 

1、取引マッチング機能 

「外注先を探している」、「仕事を受注したい」、

「新規取引先を開拓したい」等の多様なニーズ

を有する企業に対して、取引マッチングを行い

ます。 
2、ビジネスパートナー検索機能 

加工技術、保有設備等のキーワード検索により、

自社が求める企業を絞り込んで検索できます。 
3、ビジネスマッチングサポート機能（協会への

あっせん依頼） 

 各都道府県の下請企業振興協会によるきめ
細かな取引あっせんも利用できます。インター

ネットの取扱いに習熟していない方等の利用も

可能です。 
ＵＲＬは、http://biz-match-station.zenkyo.or.jp/ 
ＪＡＭの関連する企業も登録が進んでいます。

全ての企業が登録して、調達と販路拡大のため

に活用しましょう。説明会が各地で開催されま

す。是非労使で参加してください。 
 

【BMS普及ＰＲの講習会日程】 

ＪＡＭの政策制度要求が実現してい

ます。 
企業の出会いの場の創出は、ＢＭＳとして始

まりました。取引慣行の改善は、下請適正取引

ガイドラインとして、基準が示されました。こ

れは、法的に問題となる目安と模範となる取引

を掲載しています。これを規定している中小企

業ものづくり基盤技術の高度化法は、ＪＡＭと

津田議員による国会質問で補強された後、施行

されました。 
 これらは、ＪＡＭが作ったものづくり基盤技

術振興基本法が根拠法となっています。 
 実現した政策を積極的に活用し、企業の基盤

を強化して、賃金、労働条件の改善に結び付け

ましょう。施策の問い合わせは、ＪＡＭ政策政

治グループまたは、津田事務所までお願いしま

す。 

Ｊ Ａ Ｍ         
政策ＮＥＷＳ 


